
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                              
 
 

                                                               

単位 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

給水人口 人 1,414,060 1,426,879 1,432,310

普及率 ％ 99.9 99.9 99.9

年間有収水量 ※  152,195,911 154,486,507 151,666,767

１日給水能力  989,900 989,900 989,900

１日平均配水量 ※  477,798 476,387 470,093

区分

水
道
事
業

 
 
 
 
                                                           

                                                               

単位 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

給水会社 社 57 59 59

工場数 工場 80 82 82

年間使用水量  142,877,370 145,267,292 146,146,181

１日給水能力 ※  560,000 520,000 520,000

１日平均配水量  394,059 400,562 402,917

区分

工
業
用
水
道
事
業  

 
 
 
 
 

                                                               

単位 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

処理人口 人 1,404,368 1,417,133 1,422,885

普及率 ％ 99.3 99.3 99.3

年間有収汚水量  146,399,888 148,901,838 146,798,176

１日計画処理能力  864,200 864,200 864,200

１日平均処理水量 ※  566,215 565,724 543,412

区分

下
水
道
事
業

 
 
 

上下水道事業の概要（現況） 

■ 平成２２年度に水循環の総合的な施策推進や市民サービスの向上をめざして、水道事業・工業用水道事業と下水道事業を統合し、新たに上下水道局を設置しました。 

●水道事業の状況（決算数値） 

●工業用水道事業の状況（決算数値） 

●下水道事業の状況（決算数値） 

・ 給水人口は増加傾向にあるものの、大口使用者の減少や節水意識の浸透、節水型機器の普

及などから、配水量は、ほぼ横ばいで推移しています。 

・ 水需要の低迷などにより、給水能力と配水量にかい離が生じています。 

 

・ 処理人口は増加傾向にあるものの、大口使用者の減少や節水意識の浸透、節水型機器の普

及などから、有収汚水量（雨水を含まない）は、ほぼ横ばいで推移しています。 

・ 配水量は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

１ 上下水道局の概要

※ 平成２２年度からの工業用水道事業への給水分（日量約４万 ）を除いた水量である。 

●組織（平成２４年４月１日現在） 

※ 平成２２年４月に給水能力を１日５２万 に見直した。 

※ 合流式の雨水を含む。 

資料１
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水道  送・配水管 

導水ずい道 

企業団 送水管 

■ 相模川水系の河川水などの原水は、貯水、取水された後、導水管（導水ずい道）を経由し、浄水場へ導水されます。浄水場で人の飲用に適する水に処理された水道水は、

配水池又は配水塔に送水されます。配水池、配水塔からは配水管と配水管から分岐した給水管を経由し、蛇口まで運ばれます。 

【川崎市水道事業の再構築計画】 

・ 市内には、潮見台浄水場、長沢浄水場、生田浄水場の３つの浄水場

がありましたが、給水能力と配水量にかい離が生じていました。 

・ 平成１８年に再構築計画を策定し、水需要を踏まえた事業規模のダ

ウンサイジングに取り組んでいます。 

・ 平成２４年度に潮見台浄水場、平成２８年度に生田浄水場を廃止し、

長沢浄水場へ機能集約します。 

４ 配水池、配水塔 

浄水場を出た水を使用者に配る前に一時

的に貯めておく施設です。一時的に貯めら

れた水は、水の使用量に応じて配水されま

す。 

配水池は７か所、配水塔は５か所ありま

す。 

１ ダム、取水口 

河川水などの原水を貯水し、取水す

る施設です。 

川崎市が利用する貯水施設は、相模

ダムと城山ダムです。 

川崎市が利用する取水施設は、沼本

取水口です。 

 

２ 導水ずい道 

水源から取水した原水を川崎市内

にある浄水場へ運ぶ施設です。 

導水ずい道の総延長は約 50 ㎞にな

ります。 

２ 水道事業の概要

１日の給水能力 ９８９,９００ /日（平成 18 年度） 

↓ 

１日の給水能力 ７５８,２００ /日（平成 28 年度） 

◆給水能力の見直し 

３ 浄水場 

浄水場へ導水された原水を、人の飲用

に適する水に処理する施設です。 

川崎市には、２つの浄水場（生田浄水

場・長沢浄水場）があります。 

５ 配水管 

配水池、配水塔から出た水

を使用者の給水装置（※）に

配る管です。 

配 水 管 の 総 延 長 は 、 約

2,400 ㎞になります。 

※ 給水管などの給水装置 

給水管などの給水装置から使用者に

水道水は供給されます。 

給水管、蛇口などの給水装置（水道

メーターを除く）は使用者の財産です。 

相模ダム 城山ダム 

長沢浄水場 

高石配水塔 

※水源の内訳 

自己水源 
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■ 相模川水系の河川水などの原水は、貯水、取水された後、導水管（導水ずい道）を経由し、浄水場へ導水されます。浄水場で処理された工業用水は、調整池で貯められ、送

水管と配水管を経由し、臨海部の工場などへ運ばれます。 

３ 工業用水道事業の概要

１ ダム、取水所 

河川水などの原水を貯水し、取

水する施設です。 

川崎市が利用する貯水施設は、

相模ダムと城山ダムです。 

また、取水施設として、川崎市

には稲田取水所があります。 

３ 浄水場 

浄水場へ導水された

原水を工業用水に処理

する施設です。 

  川崎市には、２つの

浄水場（生田浄水場・長

沢浄水場）があります。 

４ 調整池 

工業用水の一部を貯めて配水量や配水圧力を調整する

施設です。 

調整池は、平間配水所など３か所にあります。 

 

２ 導水ずい道 

水源から取水した原水を

川崎市内にある浄水場へ運

ぶ施設です。 

導水ずい道の総延長は、

約 26km になります。 

多摩川の河川水を稲田取水所で

取水しています。 

生田浄水場 長沢浄水場 

１日の給水能力 ５６万 /日（平成 21 年度） 

↓ 

１日の給水能力 ５２万 /日（平成 22 年度） 

◆給水能力の見直し 

【川崎市工業用水道事業の再構築計画】 

・ 将来の工業用水の需要見通しに基づき、

平成２２年４月から給水能力を見直しま

した。 

・ 生田浄水場の更新工事を実施していま

す（平成２５年度完了予定）。 

５ 送水管、配水管 

工業用水を臨海部などの工場へ送

る管です。 

送水管の延長は約５４㎞、配水管

の延長は、約４６㎞になります。 

平間配水所 

送水管 

※水源の内訳 
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等々力処理区 

入江崎処理区 

加瀬処理区 

等々力水処理センター 

麻生水処理センター 

入江崎水処理センター 

戸手 

ポンプ場 

麻生処理区 

加瀬水処理センター 

高石中継

ポンプ場 

入江崎総合 

スラッジセンター 

■ 各家庭や事業所などで使われた汚れた水（汚水）は、下水道（下水管きょ）に集められ、ポンプ場を経由して水処理センター（下水処理場）に運ばれます。 

水処理センターでは汚水を微生物で処理し、きれいになった水は公共用水域（川や海）に放流しています。また、下水処理の過程で発生する汚泥は、汚泥圧送管でスラッジ

センターに集められ、焼却処理しています。 

■ まちを浸水から守るため、市街地に降った雨（雨水）は下水管きょで速やかに公共用水域に放流しています。 

４ 下水道事業の概要

１ 下水管きょ 

各家庭や事業所などから排出さ

れる汚水を集め、水処理センター

に運ぶための施設です。 

また、雨水を公共用水域まで運

ぶ施設もあります。 

下水管きょは、下水を自然流下

で運ぶため、地中に勾配をつけて

布設されています。 

(H23 年度末総延長：3,054 ㎞) 

 
 

３ 水処理センター 

水処理センターでは、汚水を微生物で処理し、消毒した上で公共用水域に放流しています。 

市内には、入江崎水処理センター、加瀬水処理センター、等々力水処理センター、麻生水処理センターの

４つの水処理センターがあります。 

【管きょの再整備】 

・ 下水道事業は、建設に着手してから約８０年以上が経過しています。 

・ 標準耐用年数の５０年を経過した管きょは約 157 ㎞あり、１０年後には約

428 ㎞にまで急増します。 

・ 管きょの再整備は、最も老朽化が進んでいる入江崎処理区から計画的に進め

ています。 

※ 雨水は、公共用水域へ直接放

流するほか、合流式下水道では、

公共用水域の水質保全などを目

的に、雨水滞水池や貯留管に一

時貯留し、水処理センターで処

理した上で放流しています。 

４ スラッジセンター 

下水処理の過程で発生

する汚泥を、濃縮、脱水し、

焼却処理する施設です。 

◆下水道には、汚水と雨水を一つ

の管きょで運ぶ「合流式」と、

別々の管きょで運ぶ「分流式」

があります。 

２ ポンプ場 

地盤が低い地域の雨水を揚水して、浸水を防ぐための施設で

す。また、下水道は自然流下で下水を運ぶため、管きょが深く

なりすぎるのを防ぐための役割もあります。 

(市内のポンプ場：１９か所) 

下水道計画区域 
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Ⅰ 行政体制の再整備 

◆職員配置の見直し 

◆組織機構の見直し 

◆給与制度の見直し 

◆人事制度の見直し 

◆公営企業の経営の健全化 

独立採算性を基本とする。 

職員数の削減、民間委託等を行い、経費の削減を図る。

◆出資法人の見直しなど 

■ 将来にわたって持続可能な経営を確保するため、行財政改革プランに沿って行財政改革を進めています。 

行財政改革プラン （第１次：平成１４年度～１６年度） 

（第２次：平成１７年度～１９年度） 

■基本的な考え方 
「民間活力を引き出す」こと、「受益者負担以外の市民負担

の増加を回避する」ことを前提として、「活力とうるおいの

ある市民都市」を目指す。 

●具体的な取組 

Ⅱ 公共公益施設・都市基盤整備の見直し 

Ⅲ 市民サービスの再構築 

Ⅰ 効率的・効果的な行政を実現するための施策・制度の再構築 

 

 
１ 効率的・効果的な行政体制の確立 

◆政策課題に対応する執行体制の整備 
◆簡素で効率的な執行体制の構築 
◆民間部門を担い手とする公共サービスへの転換など 

２ 効率的な行政経営基盤の確立 
◆職員の人材育成と意識改革の推進 
◆新たな給与制度の継続的な見直しと福利厚生制度の改革 
◆特別会計・企業会計の健全化の推進 
◆出資法人の効率的な経営とあり方など 

３ 区行政改革の総合的な推進 

新行財政改革プラン （第３次：平成２０年度～２２年度） 

■改革の基本目標 

「元気都市かわさき」
を実現する 

都市経営基盤の確立 

■行財政運営の視点 

民間部門との適切な 
役割分担による 

公共サービスの提供 

持続可能な 

財政基盤の構築 

新たな行財政改革プラン （第４次：平成２３年度～２５年度） 

●具体的な取組 

４ 市民サービスの再構築 

１ 効率的・効果的な行政体制の整備 
◆適正な組織規模や職員配置に向けた取組 

◆効率的な行政経営基盤の確立 

◆企業会計の健全化の推進 
◆出資法人改革の推進など 

５ 地方分権改革等

に向けた取組 

２ 組織力の強化に

向けた取組 

３ 市民や事業者等

の力が発揮できる

活力ある地域社会

づくり 

６ 将来を見据えた都市基

盤施設の整備と活用 改革の実現 

に向けた 

６つの取組 

１ 市民生活を支えるさまざまな施策・制度の見直し

２ 都市基盤・施設整備事業の効率的な執行と効果の発現

ねらい１ 
再び直面する厳しい状況を 

乗り越える。 
将来の人口減少社会を見据え

た公共サービス提供システム

への転換を図る。 

ねらい２ 

・極めて厳しい財政状況への対応 

・進展する高齢化への対応 

・地方分権改革等への対応 

上下水道局の主な取組 

(1) 適正な組織規模や職員配置に向けた取組 

・潮見台浄水場の廃止（平成２４年４月） 

・谷ヶ原取水所の無人化（平成２４年４月） 
・浄水場交替勤務体制の見直し 

（３名８班⇒３名６班）（平成２４年４月） 

・加瀬処理区ポンプ場施設の運転管理業務の委託化（平成２４年４月） 

・上下水道お客さまセンターの開設（平成 25 年１月） 

・南部・北部営業センターにおける執行体制の見直し 

（平成２５年４月） 

・水道工事の請負化等の拡充（平成 25 年４月） 

・契約・工事検査部門の市長事務部局への一元化（平成２５年４月） 

(2) 出資法人改革の推進 

・水道サービス公社の解散（平成２５年３月） 

(1) 職員配置の見直し 
・浄水場の交替勤務体制の見直し（平成１５年４月） 

(2) 組織機構の見直し 
・給水装置維持工事部門の統合、給水装置センターの設置

（平成１７年４月） 

・稲田取水所の無人化（平成１８年４月） 

(3) 給与制度の見直し 
 ・給料表の抜本的見直しと給料水準の引き下げ 

（平成１９年４月（平均△4.8％）） 

 ・退職手当、管理職手当の見直し 

(4) 出資法人の見直し 
 ・水道サービス公社の人員削減等 

 ・下水道公社の解散 

【平成 14 年度～19 年度】 【平成 20 年度～22 年度】 

(1) 政策課題に対応する執行体制の整備 
・下水道部門との組織統合（平成２２年４月） 

(2) 簡素で効率的な執行体制の構築 
・配水工事事務所の執行体制の見直し 

（漏水防止係と工事第２係の統合（平成２０年４月）等） 

・下水道事務所の執行体制の見直し 

（事務所から管理事務所への組織再編（平成２０年４月）等） 

・スラッジセンターの運転管理業務の委託化（平成２０年４月）

・平間配水所の交替勤務体制の見直し（平成２０年４月） 

・サービス部門の執行体制等の見直し 

（各区水道コーナーの廃止（平成２２年４月）等） 

【平成 23年度～25 年度】 

(3) 出資法人の効率的な経営とあり方 
 ・水道サービス公社の人員削減等 

■ねらい 

●具体的な取組 

◆公営企業の経営の健全化 ◆企業会計の健全化の推進 ◆企業会計の健全化の推進 

Ⅱ 多様な政策課題に対応する行政体制の確立 

５ 行財政改革の推進

水道事業においては、行財政改革効果により、水道施設の更新、耐震化を進めるとともに、加えて、東日本大震災を踏まえた配水池の耐震化前倒しなど危機管理対策を進めています。こうした中で、計画を上回

る行革効果について、１月５０円の水道料金の軽減を継続します。 
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南部・北部営業センター

上下水道修繕センター

月曜～金曜

８：３０～１７：１５

年中無休

２４時間対応

現行の体制

★年中無休

★２４時間対応

★すべてのサービスを一元化

使用開始・中止、料金関係、

上下水道の修繕など

開設：平成２５年１月１日～

開設後の体制

課題

①受付時間の制約

②受付窓口の二元性

③繁忙期に電話が繋がりにくい

上下水道お客さまセンター

上下水道の修繕な

ど

より一層の

市民サービス向上

（１） 市民の利便性の向上

① 受付時間の拡大

② 受付窓口の一元化

③ 繁忙期もスムーズな受付が可能

（２） 行革効果

南部・北部営業センターの執行体制見直し

（職員定数の減）

（３） 財政効果（H25年度）

単年度で約１億円の財政効果あり

① 委託料減

上下水道修繕センター廃止

② 人件費減

営業センターの執行体制見直し

開設の効果

使用開始・中止、料

金関係など

６ 上下水道お客さまセンター開設

■ 市民サービスの向上を目指して、平成２５年１月１日に『上下水道お客さまセンター』を開設し、電話等受付体制を充実しました。

6



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
     
 
 
                                                                                   
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
                            
                                                                                   

                                                                                  
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

64.9 57.1 22.8 9.3 4.7 0.5 ― 4.4 ― ―  
     
 
     
 
 
 
 
 
 

７ 経営の概要

水道事業、工業用水道事業及び下水道事業は、地方公営企業として事業にかかるコストを料金、使用料などの収入でまかなう独立採算制で経営しています。 

  
・水道事業及び工業用水道事業に必要な経費は、主に水道料金、工業用水道料金などによりまかなわれています。 
  

・下水道事業は、自然現象である雨水処理に係る経費について、雨水排除による受益が広く市民に及ぶことから一般会計で負担すべき経費として繰入金を受けており、日常生活や生産活動で生じる汚

水の処理経費については、下水道使用料でまかなっています（雨水公費・汚水私費の原則）。 

（２）経営の状況 

水道事業、工業用水道事業は、再構築計画
に沿って施設の再構築を進めていますが、企
業債残高を増やさないという考えから、自己
資金を有効に活用し施設の更新等を進めて
います。 

下水道事業では、企業債の残高は依然とし
て高い水準にあることから、今後も次世代の
負担を軽減していくため、下水道事業中期経
営計画に基づき、事業の重点化等による建設
投資の平準化などにより、企業債残高の縮減
に取り組んでいます。 

（３）施設整備に係る企業債（長期借入金）の状況 

水道事業及び工業用水道事業では、組織
機構や執行体制の見直しなど経営の効率
化を図り、継続的に当年度純利益を計上し
ています。 

下水道事業では、経営効率化の取組や企
業債未償還残高の縮減による利子負担の
軽減など、経営健全化に向けた経営努力に
より、平成２２年度決算においてはじめて
当年度純利益を計上しました。 

（１）料金・使用料収入の状況 

平成２３年度の水道料金収入は 247.2
億円であり、傾向としては微減傾向です。 

平成２３年度の工業用水道料金収入は
69.6 億円であり、工業用水道料金は、主
に契約水量に基づいた料金であることか
ら、収入は安定的に推移しています。 

平成２３年度の下水道使用料収入は
224.8 億円であり、傾向としては横ばい
です。 

 
※工業用水道の水源としての給水分を除く。 

 

（年度） （年度） （年度） 

※実質的赤字への一般会計補てん額（単位：億円） 
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 水道事業及び工業用水道事業の再構築計画に基づき、平成２７年度をもって生田浄水場は水

道事業の浄水場としての機能を廃止し、工業用水道事業専用の浄水場となること等により有効

利用可能な用地が生じます。 

有効利用については、地方公営企業として収益性の確保を前提とした上で、当該用地が市民

共通の貴重な資源、財産であることから、行政需要等を踏まえ、地域のまちづくりの視点から

取組を進める必要があります。 

このため、導入機能と有効利用の方向性などを明らかにすることを目的として、本基本方針

を策定し、今後、有効利用の具体化に向けた取組を推進していきます。 

Ⅰ 趣旨 

Ⅱ 有効利用の基本的な条件 

２ 対象用地及び前提条件 

３ 背景 
 

(1) 水道事業及び工業用水道事業の中長期展望の施策との関係 

  中長期展望の施策に基づき、浄水場用地等を有効利用することにより、収益を確保する

とともに、環境施策の推進、お客さまとのコミュニケーションの充実等に取り組みます。 

(2) 地域課題等 
 地域のまちづくりに貢献するため、次の４つの地域課題等を踏まえた取組を推進します。 

Ⅲ 有効利用の基本方針 

基本方針の概念図 

Ⅳ 今後の取組 
スケジュール 

１ 周辺環境 
 

 生田浄水場周辺地域は、「川崎市緑の基本計画」において「多摩川崖線軸」として位置付けら

れ、崖線緑地のつらなりを維持するため、その保全、創出に努めている地域となっています。 

(1) 浄水場用地 

(2) 配水池上部 

有効利用の対象用地

用途地域 水道施設用地の制約

浄水場用地 約47,500㎡
第２種中高層
住居専用地域

配水池上部 約18,500㎡
第１種低層

住居専用地域

・将来において、浄水場及び配水池を更新す
　るまでの間、有効利用が可能
・管路を中心に幅６ｍは上部に構築物は不可
・配水池上部は耐荷重の制限があり、構築物
　は不可
・水の安全を確保する観点から用途等の制限
　がある。

用地 面積
主な前提条件

地域課題等 概　要

①緑の取組の推進 多摩川崖線軸上にある生田浄水場周辺の貴重な緑地が実感でき
る取組を推進する必要があります。

②多様なスポーツ
　施策の推進

市民の誰もが、いつでも、どこでもスポーツ・レクリエーショ
ン活動に親しむことができる環境を整備し、健康増進やコミュ
ニティの形成を図ることが課題となっており、地域の特性やス
ポーツ資源を有効に活用し、効果的なスポーツ施策を推進する
必要があります。

③地域コミュニティ
　の活性化の促進

地域における健康づくりの取組の充実や、地域コミュニティや
世代間交流の活性化などを図る必要があり、高齢者や子育て世
代などが自由に集い、また、自由な形で活用できる場の確保が
求められています。

④地域の防災力の
　強化

大地震等の災害に的確に対応する防災機能の強化を図り、地域
の防災力を少しでも高めていく必要があります。

(1) 環境に配慮した機能の導入 ⇒〔導入機能…環境・再生可能エネルギー機能〕 

(2) 地域特性である緑と親水性に配慮 ⇒〔導入機能…緑と水にふれあえる憩いと語らいの機能〕 

(3) 配水池用地と隣接する特別緑地保全地区等との一体利用 

(4) 市民ニーズを考慮した利用 ⇒〔導入機能…緑豊かなスポーツ活動の機能〕 

(5) 水道事業及び下水道事業のＰＲ機能の導入 

(6) 災害時の一時避難場所等への活用 ⇒〔導入機能…安全・安心を守る機能〕 

環境への配慮 地域のまちづくりに貢献

環境への配慮を考慮した機能導入を図るととも

に、地域特性である「緑」を踏まえた上で周辺

環境との調和を図りながら取組を進めます。 

地域課題等を考慮した機能導入を図ること

により地域のまちづくりに貢献し、地域の

活性化を図ります。 

 「環境への配慮」と「地域のまちづくりに貢献」の２つの基本的な視点及び６つの基本的な考え方に基づき、導入機能と

有効利用の方向性を定めます。 

 基本方針で示した内容に基

づき、ゾーニング、事業主体、

事業手法など有効利用の具体

化に向けた検討を進め、その内

容を取りまとめた「基本計画」

を平成 24 年度に策定し、平成

25 年度以降「整備計画」の策

定等の取組を進めます。 

● 環境・再生可能

エネルギー機能

配水池上部

浄水場用地

● 緑と水にふれあえる 

憩いと語らいの機能 
 

●  緑豊かなスポーツ 

活動の機能 
 

● 安全・安心を守る機能 

生田 

ふれあ

いの森 

 

(1) 浄水場用地 ※ 
【導入機能】 【有効利用の方向性】 

※ 浄水場用地の有効利用において配慮すべき事項 
 

・地域課題等を踏まえた多様な利用方法 

・将来のまちづくりに備えるための対応 

(2) 配水池上部 

②スポーツ広場 ②緑豊かなスポーツ活

動の機能 

①太陽光発電システム等 

の設置スペース
①環境・再生可能エネルギー 

機能

②緑のつらなりの確保 ②斜面緑地の活用 

③安全・安心を守る機能 ③災害時の一時避難場所 

・活動拠点 

①緑と水にふれあえる憩

いと語らいの機能 ①親水広場・開放広場 

平成２４年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度～

配水池

配水池
上部

浄水場
用地

平成２３年度

有効利用

平成２５年度

浄水場
再構築計画

基本計画
の策定

施　工

施　工
既存構築物の撤去

配水池工事の作業ヤードで使用

基本方針
の策定

整備計画の策定等 施　工

整備計画の策定等 施　工

平成２７年度をもって水道事業の浄水場としての機能を廃止

８ 生田浄水場用地の有効利用

■ 平成２４年５月に「生田浄水場用地の有効利用に関する基本方針」を策定 
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